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内部統制システム構築に関する基本方針の一部改定について 

 

 

当社は、平成 18 年 5 月 16 日開催の取締役会において、「内部統制システム構築に関する基

本方針」を制定（平成 20 年 4 月 11 日一部改定）いたしておりますが、今般、平成 25 年 11 月

14 日開催の取締役会において一部改定を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし

ます。（変更箇所は、下線で示しております。） 
 

記 

 
Ⅰ．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

 

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 
  ・「取締役規程」に基づき、毎月取締役会を開催しております。 
  ・「取締役規程」において、重要な業務執行について取締役会に付議すべき事項を具体的 

に定め、取締役会で決定を行っております。 
  ・監査役は、原則取締役会に出席し、取締役の業務執行状況について監視を行っておりま 

す。 
  ・社長直轄の内部監査室を設け、経営監視機能を高めるとともに、各部門における業務執 

行が法令・定款に適合しているかどうか内部監査を行い、企業倫理向上及びコンプライ 
アンスの徹底を図っております。 

  ・社会規範・業界規範・社内規範等、広く社会の「きまり」を守ることを徹底するため、 
社内に「賞罰委員会」を設置し、使命感・倫理観の向上を図るとともにコンプライアン 
ス体制を確立しております。 

   
２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 
  ・取締役の職務の執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき、その保存媒体

に応じて、適切かつ確実に保存・管理しております。 
・取締役及び監査役は、「文書管理規程」により、常時これらの文書等を検索・閲覧する

ことができます。 



 

 

３．損失の危険の管理に関する規定その他の体制 

  ・リスク管理に係る規程を制定し、取締役、常勤監査役を含めた各部門長で構成する「リ

スク管理委員会」を、年２回の定期開催のほか、適時開催し、徹底したリスクの洗い出

しを行っております。 
・内部監査部門は、各部門におけるリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に、監

査役会及び取締役会に報告しております。 
・リスクが顕在化した場合には、「危機管理マニュアル」に基づき、迅速且つ組織的な対

応を行い、損害を最小限に抑える体制を整えております。 
 
４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
  ・経営に関する重要事項については、「出店会議」「戦略会議」を毎月定期的に開催し、

取締役会付議事項の事前審議を行っております。 
・取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、職務権限規程、業務分掌規程

に基づき、その責任者が職務権限・決裁基準に則った決定を行う体制となっております。 
 

５．当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保する

ための体制 

  ・子会社および関連会社に対しては、その業務の適正を確保し、相互に利益と発展をもた

らすことを目的とした「関係会社管理規程」に基づいて統制する体制となっております。 
 
６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事

項 

  ・監査役がその必要を求めた場合には、これを置くことになっております。 
 
７．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項 

  ・補助の使用人を置く場合には、当該使用人は監査役の直属の指揮命令下に配置し、人事

処遇等については、取締役会と監査役会が事前に協議の上決定することになっておりま

す。 
 
８．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する事項 
  ・監査役は、原則取締役会に出席し、取締役より、重要事項の報告を受け、関係書類の配

布並びに詳細な説明を受けております。 
  ・取締役及び使用人は、当社の業務または業績に与える重要な事項について監査役に報告

することとし、職務の執行に関する法令違反、定款違反、及び不正行為の事実、または

当社に損害を及ぼす事実を知った時は、遅滞なく報告することとしております。 
・監査役は、内部監査室より、内部監査状況について報告を受けております。 

 
９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制   
  ・監査役会は、内部監査室、会計監査人と定期的な報告会を開催し、相互連携を図ってお

ります。 



 

 

  ・監査役会は、代表取締役社長と定期的に情報・意見交換を行っております。 
 
Ⅱ．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては、組織全体として毅然とし 
た態度で臨むものとし、反社会的勢力・団体との取引関係を排除、その他一切の関係を持つ 
ことのない体制を整えております。また、不当要求が発生した場合の対応部門は総務部があ 
たることとしております。 

 
                                          以上 


